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【補助の概要】
①大学等受験料支援
内大学、短期大学、専修学校（専門課程に限
る）および高等専門学校（４年次編入に限る）
を受験する際に必要な費用（受験料）の補助
※１人１回
高校３年生など：１人あたり上限５３，０００円
②模擬試験受験料支援
内中・高校生の受験に向けた、模擬試験を受
けるために必要な費用（受験料）の補助
※１人各１回
中学校３年生：１人あたり上限６，０００円
高校３年生など：１人あたり上限８，０００円

―共通―
対申請日時点で、次のすべてに該当する方
▼生活困窮者自立支援法に基づき、本市が実施する「子どもの学習支援事業」に
登録している児童を扶養している方▼ひとり親家庭などで児童扶養手当の受給者
と同等の所得水準または住民税の非課税世帯▼過去に、対象となる児童が同一の
補助金を受けていないこと
持▼補助対象となる経費の内容、金額が確認できる領収書などの写し▼印鑑▼申
請者名義の預貯金通帳など▼その他市長が必要と認める書類
申８月１日から令和７年２月２８日までに、子育て支援課窓口へ
※予算枠に達し次第締め切り
※申請者と対象となる児童が別世帯の場合は、子育て支援課へお問い合わせくだ
さい。

進学に向けた受験料補助金進学に向けた受験料補助金
　子どもの学習支援事業に登録しているひとり親家庭などや低所得世帯の
児童の進学に向け、大学等受験料、模擬試験受験料の一部を補助します。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。 問子育て支援課☎線８０９

地域で支えよう　地域で防ごう　高齢者虐待

●介護はひとりで抱え込まないで
　高齢者の介護をすることは簡単なことではありません。ひとりで
の介護は介護者の負担が大きく、「介護疲れ」が虐待の要因となっ
ているケースがあります。
　介護サービスを有効に活用して介護の負担を減らしましょう。
●虐待かもしれないと思ったら
　高齢者虐待は当事者に自覚がなかったり、虐待が行われる場所が
自宅内であったりと周囲からは見えにくいものです。近所から怒鳴
り声が聞こえたり、高齢者が急激に痩せたりなど、虐待かもしれな
いと感じたら、埼玉県虐待通報ダイヤル、長寿介護課または地域包
括支援センターまで連絡してください。
※連絡者の秘密は守られます。

高齢者の相談ごとは、地域包括支援センターへ
　地域で暮らす高齢者とその家族の介護、福祉、医療などに関する、
さまざまな相談を受け付けています。

　すべての人が安心して暮らせるように、虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づくりが求められています。見守りや声かけなどできること
から行動しましょう。 問長寿介護課☎線４４８

名称 所在地 電話 担当地域
東部地域包括
支援センター
やしお苑

南川崎２１０－１ ☎９９８－８８９５ 二丁目、木曽根、南川崎、伊勢野、八潮１～４・６丁目

西部地域包括
支援センター
ケアセンター
八潮

鶴ケ曽根１１８４－４ ☎９９４－５５６２
小作田、松之木、上馬場、中
馬場、西袋、柳之宮、南後谷、
中央１～４丁目、八潮７・８丁
目、緑町１・２・４丁目

南部地域包括
支援センター
埼玉回生病院

大原４５５ ☎９９９－７７１７
大瀬、古新田、垳、大原、大曽
根、浮塚、八潮５丁目、大瀬１
～６丁目、茜町１丁目

北部地域包括
支援センター
やしお寿苑

八條２９４－４ ☎９３０－５１２３ 八條、鶴ケ曽根、伊草、新町、緑町３・５丁目、伊草１・２丁目
埼玉県虐待通報ダイヤル「＃7171」
24時間365日対応可能です。

新規住民税非課税・均等割のみ課税世帯支援給付金
給付対象　令和６年６月３日（基準日）時点、八潮市に住民登録が
あり、次のいずれかに該当する世帯
・�「住民税均等割非課税」の方のみで構成される世帯
・�「住民税均等割非課税」と「住民税均等割のみ課税」の方のみ
で構成される世帯
※�令和５年度に本給付金に相当する給付金の給付対象となった世
帯および世帯主であった方を含む世帯（他市区町村からの給付
金を含む）などは、本給付金の対象外
給付額　１世帯当たり１０万円
手続き　対象世帯には、６月下旬以降、順次確認書を発送してい
ますので、必要事項を記入のうえ、市に返送してください。
申請期限　令和６年９月３０日まで（必着）

定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付
給付対象　令和６年１月１日時点、八潮市に住民登録があり、令和６
年６月３日時点で算定される定額減税可能額が、令和６年分推計所
得税額（令和５年分所得税額）または令和６年度分個人住民税所得
割額を上回る方
※�納税義務者本人の合計所得金額が１，８０５万円を超える方や修正
申告により課税状況（課税→非課税、課税→均等割のみ課税）
が変更となった方は対象外

給付額　所得税および個人住民税所得割の控除不足額の合算額を
１万円単位で切り上げて算定した額
手続き　対象世帯には、７月下旬以降、順次お知らせを発送しま
すので、お知らせに基づき手続きをしてください。
申請期限　令和６年１０月３１日まで（必着）

物価高騰対応重点支援給付金物価高騰対応重点支援給付金
　新たに令和6年度から住民税非課税となった世帯、住民税均等割のみ課税となった世帯または定額減税しきれないと見込まれる方へ
給付金を給付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。 問臨時給付金窓口(社会福祉課)☎934－5543

給付の対象と思われる方で、通知が届かない方は臨時給付金窓口にご連絡ください。

給付金に関するお問い合わせは、臨時給付金コールセンターへ
☎050－3502－9115


